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研究成果の概要（和文）：本研究では、学習権の保障としてのフリースペースへの訪問調査や石巻市で実施され
た国内初となる子ども参加による子ども関連施設の委託事業所選定会議の傍聴、北海道奈井江町の町村合併時の
子ども投票の経験者へのインタビューなどを実施した。子ども参加が成長後も地域への関心を高め、投票行動な
どの市民性を育成すること、子どもの学習権を保障する場を地域社会と連携して築くことが必要であることを確
認した。　

研究成果の概要（英文）：In this research, we visited the free space, listened to the selection 
meeting of the consignment company of the facility management by the participation of the first 
children in Japan conducted in Ishinomaki City, and interviewed people who experienced child voting 
in Naie Town, Hokkaido. 
It has become clear that children's participation increases their interest in the area even after 
growth and fosters citizenship such as voting behavior. For this purpose, adults need to understand 
the rights of their children and support their opinion and participation.And we confirmed that the 
place to guarantee children's right of learning needs to cooperate with the local community.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
子どもは高度な行政判断が必要な委託事業所の選定や住民投票などを適切に行う能力を持ち、大人は協同して街
づくりができること、子ども会議等へ参加し意見が尊重される機会が、将来的に地域や社会に関心を持つなど市
民性の育成に寄与することが確認できた。
子どもが街づくりに参加し能力を発揮するために、大人側には子どもを街づくりするパートナーとする意識と意
見表明の尊重や発達に応じた説明など子どもの権利の理解が必要である。本研究の成果である子どもの参加に必
要なことを今後、人材育成の際に活用できるため社会的意義がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
日本では実質的な子どもの学習権保障をめぐり、1980 年代以降、主に市民活動を通して、不

登校の子どもの学びを支えるフリースクールや、多様な学びのあり方を求めるオルタナティブ
教育の実践が広がってきた。そこでは子ども自身が教育と学びを支える主体として、また、学
習権保障の基盤となるコミュニティの一員として、その発展へと関わってきた。 
 
２．研究の目的 
本研究では、学習権保障へ子ども自らが参加している国内外の実践事例を取りあげ、子ども

が参加することの可能性と課題を、特に市民性の育成とコミュニティの発展との関係に 着目し
ながら明らかにすることを目的とする。本研究を通し、子どもがおとなとともに、市民として、
公教育の再編成を支える意義とそのあり様を提示するとともに、主体的な学びを育む実践とそ
れを支えるコミュニティに関する議論を進展させることへとつなげていくこととする。  
 
３．研究の方法 
本研究では、学習権の保障の場としてのフリースペースへの訪問調査（大阪西成区、栃木県高

根沢町、富山県射水市）、子ども自身が学習権の保障を支えるコミュニティに関わる国内の実践
例として石巻市で実施された国内初となる、子ども参加による子ども関連施設の委託事業所選
定会議の傍聴、子ども条例を制定し町づくりにおける子ども参加に取り組んでいる北海道札幌
市、北広島市、奈井江町の子ども参加・子ども会議の取り組みについて行政担当者へのインタ
ビュー調査を行い、北海道奈井江町では、町村合併時に関する子ども投票の経験者へのインタ
ビュー調査を実施した。 
また、国際的な子ども参加の実践の研究として、主権国家としての学習権保障の制度的仕組み

が充分に整っていない地域としてカンボジアの農村地域にも着目し調査研究を行った。 
 
 
４．研究成果 
子どもの学習権と市民性教育やコミュニティ形成に関して子どもの参加を通した先進的な事

例の内実を把握するため、子育て包括支援センターの機能に加え社会的養護の機能や宿泊型の
一時保護機能をもつ施設、公設民営型、町営型のフリースクールにフィールドワークを行い学
習権の保障を含んだ多様な子ども支援・親支援の取組みについての調査を行った。学校以外の
場での学習権を保障するためには、子ども支援だけでなく親を含めた家族支援の必要がありそ
のためには学びの場にとどまらない多様な支援機能が重要であることが確認できた。またフリ
ースクールやフリースペースでは、学校復帰を目的とするのではなく、子どもの学び成長する
権利の保障として学校以外の場を自治体が設置していく中での経営面の安定、地域の協力や連
携の必要性が重要であることが確認できた。  
震災復興という困難な状況下における子どもの市民性教育、コミュニティ形成における高度な

判断が求められる場への子ども参加に焦点をあて、宮城県石巻市を中心にフィールドワークを
実施した。フィールドワーク先は石巻市子ども支援センターの管理事業者選定会議(子ども委員
の参加)を傍聴および調査では、子どもが高度な行政判断でもある指定管理事業者の選定につい
て、子どもたち自らの調査から得たデータを元に候補者への質疑応答を行い、知的有識者を含
む大人委員と対等の関係で十分に役割を果たしていることが確認できた。子どもがコミュニテ
ィの中でも高度な判断を求められる役割を果たせた要因として、子ども委員が、日常から子ど
も支援センターなどで自らの意見を表明し、子どもと大人にその意見が検討され実現していく
プロセスを経験していたことが挙げられる。子どもの意見表明が支援され尊重される経験の積
み重ねが市民性教育やコミュニティ形成における子ども参加にとって重要であることが確認で
きた。同時に、選定委員会において、子ども委員が意見を発言しやすく大人の態度や進行の工
夫が多くみられており、コミュニティ形成を担う力を子どもは持っているが、その能力を最大
に発揮するために、大人も子どもをまちづくりのパートナーとして認識した上で子ども参加し
やすい環境整備と子どもを支援するファシリテーターが必要であることが確認できた。また学
習権保障のもととなるコミュニティ形成における子ども参加を促進するためには日常生活から
子どもの意見を尊重・反映される環境づくりが必要であり、その経験の積み重ねが、子ども自
らがまちづくりに自発的に参加することに象徴される市民性教育の醸成に寄与していると考え
る。 
子ども条例がある北海道の 3自治体（札幌市、北広島市、奈井江町）へのフィールドワークで

は、街づくりに参加した子どもは、成長後どのように行政と関わるかなどについて自治体職員
や子ども参加の経験を持つ若者へヒアリング調査を実施した。町村合併時の子ども投票に参加
したものや子ども会議などでコミュニティに参加した経験を持つものは、子ども期において居
住する自治体の将来や課題を自分ごととして考えたこと、子ども条例に書かれていた参加の意
味を子ども投票で感じたと語り、成長後も国政選挙の結果や居住地の過疎化の問題などについ
て関心が高くなったことが確認できた。町職員の志望動機が子ども投票の経験のみが理由では
なかったが、他の自治体でも子ども会議に参加したものが成長後も大人として子ども会議に関
わる事例も確認できた。また自治体側の子ども参加の課題として、子どもを支援するファシリ
テーターの人材不足と人材養成の問題が語られた。 



国際的な視点として、主権国家としての学習権保障の制度的仕組みが充分に整っていない地域
としてカンボジアの農村地域にも着目し調査研究を行った。地元地域や国際 NGO の支援を介し
ながらインフォーマルな教育環境をつくり、また、子どもたちのピアエデュケーションを通し
て学びあう関係性を構築しながら、その地域づくりにも貢献する市民性の育成と権利保障のた
めのコミュニティを発展させていく力と可能性を子どもが有し、発現していることが明らかと
なった。 
３年にわたる国内外の調査の結果、子どもたちは町村合併や指定管理者の選定など高度な判断

を求められるコミュニティ作りにも参加しうる能力を十分に持つこと、子どもは学習権の保障
の場であるコミュニティへの参加により地域社会の一員として大切にされる経験をすることが
居住している地域への関心を高めることが確認できた。市民性の醸成という視点で見ると、子
ども参加は投票意識や居住自治体への関心という地域社会の一員としての自覚を高めており市
民性の育成に寄与していると言える。また、子どもが地域の一員として能力を発揮することは、
子どもの意見表明権や参加の権利の具現化である。そのためには、大人や地域社会が子どもは
街づくりのパートナーであるという意識を持つこと、子どもが参加し能力を発揮するために情
報へのアクセスや発達に応じた丁寧な説明と意見を表明しやすいサポートが不可欠と考える。 
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